


■水路調査の概要
（1）調査範囲

陥没箇所から上下流部の暗渠水路を対象に調査

（2）調査方法
①目視調査（№1～№10）

作業員が水路内に入り、
目視による調査

②カメラ調査（№10～№15）
ＴＶカメラによる調査

※当該区間の水路内部は狭く、目視調査が
困難なため、カメラを用いた調査を実施

■調査結果
（1）変状箇所

調査方法 延長 変状箇所

目視調査 221.1m 35箇所

カメラ調査 161.1m 17箇所

計 382.2m 52箇所

• 陥没箇所付近（№9～№10区間・車道横断部）の変状が最も
顕著（変状6箇所）

⇒改修工事を実施する

• その他の区間の変状は軽微（変状46箇所）

⇒経過観察を行う
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（2）№９～№１０区間

①

欠損、鉄筋露出

③

欠損、鉄筋露出

②

蓋（床板）
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（3）その他の区間

№2～№3区間
欠損、鉄筋露出

№8～№9区間
ひび割れ

№11～№12区間
ひび割れ

№9

№10








